
研究手法
　『延喜式』神名帳と、それが編纂された時期の律令祭祀制度について述べ、本史
料の性質を明らかにする ( 第 2章 )。全国的なプロット分布の性質を分析し、越前国
について、国スケールでのプロットの分布分析を行う ( 第 3章 )。プロット中から 1
箇所を選定し、現地調査に基づいた集落スケールでの分析を行う ( 第 4章 )。プロッ
トの性質の検証、従来の<千年村 >研究との比較考察を行う ( 第 5章 )。
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研究目的
　本研究では、平安時代の網羅的な官製神社台帳である『延喜式神名帳』を用いて
プロットと分析を行う。下記がその目的である。
1) 日本国内の <千年村 >候補地をさらに発見することで、国際的な比較分析に向
けて歴史的生存環境のインベントリーを充実させること。
2)『和名類聚抄』と同時期に編纂された『延喜式神名帳』を用いることで、プロッ
トの共時的な比較を行うとともに、両者の性質を考察すること。
3) 複数プロットの組み合わせにより、古代の「村」の姿と、古代律令制以前から続
く地域的特性について考察すること。

研究背景
　千年村ゼミでは、『和名類聚抄』記載の古代郷の比定地を<千年村 >候補地と定
義し、研究・調査を続けてきた。近年では「荘園地プロット」や、「アイヌ語地名
プロット」によりこれらを更に重層的に捉えている。また東アジア諸国に研究対象
を広げ、長期に渡り人間の生活基盤となった環境≒村を「歴史的生存環境」として
史料から抽出し調査している ( 令和 7年度科学技術研究費 基盤研究 (B) に申請中 )。
　これらのプロットはいずれも典拠史料の性質を色濃く反映する。例えば「郷」は
行政単位であり、「村」そのものではない [3][4]。この「村」の姿をより複眼的に明
らかにするため、すでに郷プロットが十分に存在する本州においても、新たな史料
によるプロットが有用と考えられる。

A. 神社立地と自然環境に関する研究
　神社立地の環境特性に着目した研究は、自然災害に関するリスクマネジメント、レジリエンスの観点からの研究が多い。『東日本大
震災の津波被害における神社の祭神とその空間的配置に関する研究』( 高田 知紀、梅津 喜美夫、桑子 敏雄、2012 )がその代表である。

B. 神社の位置に着目した村落空間研究 ( 民俗学・人文地理学 )
　宗教的要素と集落空間との関係性に関しては、1980 年代に文化人類学・人文地理学・宗教学・社会学等に渡って展開された、「村
落空間論」において意欲的に研究された。『村落領域論』( 福田アジオ 1980)、『祭祀空間の構造 : 社会人類学ノート』( 村武精一、
1984)がその代表であり、前者は土地利用を優先させる「実体論」的立場、後者は象徴秩序を優先させる「象徴論」的立場である。

C. 建築計画学における村落と神社の研究
　建築計画学においても神社は、村落空間を秩序付ける要素として重視されている。『日本のコミュニティ SD 別冊 No.7』( 明治大学
神代研究室編、 1975)、『イエとムラの空間原理』( 地井昭夫、1989)等で宗教的要素と空間の明快な関係図式が提示されている。

既往研究の分類と本論の位置づけ
　本研究は下記 1) と同様に、神社と居住空間の関係を考察するのが主な目的である。
式内社を扱う上で、その政治・制度的意味に関しては戦後以降の 2) の研究史を踏ま
える。さらに式内社の古代～現代の持続を考える上で中世期の神社祭祀組織である
「宮座」についても、3) の研究史を踏まえたうえで取り扱う。

『延喜式』神名帳と律令祭祀の概要
　律令時代の法典の一つである『延喜式』(927) の巻 9,10 が「神名帳」であり、2861 社・
3132 座が記載されている。国家祭祀の法典は「神祇令」、所管役所は「神祇官」である。常
祀である「恒例祭祀」中、2月の祈年祭に参加する神社が「官社」(= 式内社 )である。祭祀
者の「祝部 ( はふりべ )」が各官社に設定され、対象社の祝部が毎年入京して「幣帛」を受け取り、

各国の「式内社密度」
　式内社の全国的分布について
は、体系的ではないものの複数
の考察がなされている。表1は、
式内社 (a) と、『和名類聚抄』記
載郷 (b) の国別の数量および式
内社密度 (a/b) である。式内社
密度が 200％を超える国につい
ては、既往研究において①～⑤
の推定がなされている。
①畿内国
②伊勢神宮・出雲大社等、国家
祭祀の中心地を有する国
③海上交通の要衝
④火山活動が活発であった地域
⑤神祇官三国卜部の出身地
　一方で、上記①~⑤に該当し
ない国も存在する。特に北陸道
は式内社の数・密度とも大きい
が、その理由は明確ではない。

表 1. 国別の式内社・古代郷の数量一覧

図 1.　班幣儀礼の概要

律令祭祀と式内社の歴史 ( 図 2)
　班幣儀礼は当初、全ての祝部が入京する形で制度化されたが、官幣国幣社制 (798 頃 )、名
神制 (811 頃 )、神階社制 (850 頃 )等の改革がなされ、次第に国司への権限委任が加増してい
った。これは中央集権の強化と解釈されるが [5]、10 世紀に律令制の基盤である公地公民の原
則が崩れると、それに伴い律令祭祀行政は形骸化した。官社の多くも廃絶したが、応仁の乱
以降の吉田神道 (1470-)により再興する。江戸期には式内社が再度崇敬を集め、明治期にな
ると祭政一致体制における神道の法制度化により、一時は式内社が社格化するなど重要視さ
れた。戦後には他の神社と同様に宗教法人化し、官社としての法制的位置づけは再度失われた。

地方に持ち帰って神社に奉献儀礼を行う ( 図
1)。これは「班幣儀礼」と呼ばれる。官社の
多くは地方の主要神社から選ばれており、律
令国家による在地氏族からの祭祀権の掌握を
目的としている (「祭政一致」の原理 ) 。　
これは「郷」の設定による地域支配とは異な
っており官社 = 祭祀権、郷 = 徴税権を担う
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図 3. 全国の式内社密度
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3．式内社プロット分析

表 3. 既往の式内社分布研究における分析要素と、本研究の分析要素

図 2. 弥生時代から現代までの神道史の概略と式内社

式内社プロット分析の方法
　式内社の位置情報データは [10] を利用し、[9] 参
照のもと表 2の分類で追加・削除を行った。また
既往研究の分析対象要素 (後述 )を全てプロットし、
新規要素として神名帳の記載順序と初期荘園を対
象に入れる ( 表 3)。神名帳の官社は古いものから順
次追加されており [7]、順序ごとの地理的分布には
偏りがある。本研究では、3つ以上の記載順序系列
と 1つ以上の分析要素に相関が見られる場合に「系
列地域」という小地域区分を仮定する分析方法を
提案する ( 図 4)。初期荘園に関しては、天平年間
~9世紀に越前国で開発された、東大寺領初期荘園
を考慮する。古代氏族に関しては、国司の下で郡
レベルの統治を担っていた、郡司氏族を考慮する。
( 図 5下部 ) 古墳に関しては、[13] で分類された首
長墳および政治的基礎単位をプロットする。神社
名の由来に関しては [8] の考察を利用し、祭神は
[9] に記載されている祭神を性質別に分類している
( 図 5凡例参照 )。

表 2. プロット分類

図 4. 「系列地域」の方法

『延喜式』神名帳の研究史と問題

2) 律令祭祀に関する既往研究
　1970 年代以降、国家権力による宗教統制と在地社会との闘争に関わる諸研究が盛んになる。「律令的祭祀形態の成立」( 岡田精司 
1970)  「律令制下の村落祭祀と公出挙制」( 義江彰夫 1972)  「律令制と天皇」( 早川庄八 1976)等の研究では、祭祀の持つ政治性と中央
集権国家との関係が強調された。神社は宗教的機能と政治的機能の両方を内包し、祭祀権掌握は政治的支配を意味するという「祭政
一致」が、その基本的な視点である。律令制社会以前の氏族社会にあっては、各氏族の祖神を氏上 ( うじのかみ ) が祀ることで氏人を
統率していたが、ヤマト王権はこの祭祀権掌握・官社化を通して地域支配を確立したとされる。
　一方で、同時期の研究では、「中央」の「地方」に対する一方な支配の側面が強調される傾向にあった。1980 年代以降、こうした
見方が転換する。『古代における祭祀統制とその変質』( 川原秀夫  1987)『八・九世紀における地方神社行政の展開』( 小倉 慈司 
1994)等により、8世紀末までの官社制度を理念的制度と捉え、8世紀末以降の国幣社制、名神制度、神階社制に至る 9世紀以降の経
緯は、国司への権限委任を通した律令神祇制度の強化であるという視点がもたらされた。
　また 2000 年代には古代の祟りに関する研究の活発化を受け、神祇行政に関する新たな見方が提示された。「天皇と神々の循環型祭
祀体系」( 岡田精司 2005)によると、古代の神はまず「守護」神であるよりむしろ「祟る」神であり、神祇諸制度は地方・地域の神祇
を循環的に細かく監視する役割を持つ。この「循環型祭祀体系」論は、戦前における「敬神」論と、戦後の神祇イデオロギー・支配
体制論とも異なる第三の「神祟」論とされ、神社行政成立過程を説明する新たな枠組となっている。

　室町後半の吉田神道により研究が開始され、江戸時代は『神名帳考証』( 度合延経、1723)、同名の『神名帳考証』( 伴信友、1807)が主なものであ
る。明治以降は『神社覈録』( 吉田連胤 1870)や『特選神名牒』( 栗田寛・小杉榲邨・井上頼国編、1877)等の網羅的な研究とともに、『日本地理志料』
( 邨岡良弼、1898)、『大日本地名辞書』( 吉田東伍、1900-1907)等の地理学による比定研究も進んだ。戦後期には『式内社の研究 ( 全 10 巻 )』( 志賀剛、
1960-1986)や『式内社調査報告 ( 全 25 巻 )』( 式内社研究会編、1976-1995)で、実地調査を含んだ網羅的な研究報告がなされた。

本研究では『式内社調査報告』をプロットの主な参考文献とするが、一方で、式内社の多く
は平安 -室町の形骸化期に廃絶しており、現代の式内社と古代との連続性を疑う見方が強い
[9]。これは式内社を扱う際に避けられない問題となっている。

ものと整理することができる。「儀制令集解 春時祭田条」に記載されているように、古代の「村」
にはそれぞれ神社が存在した可能性が高く、その代表が「官社」化し、国家統制に組み込ま
れたとされる [5]。

国・郡スケールでの式内社分布に関する既往研究
　「律令的古代の地域構造の問題」( 藤岡謙二郎 1960 年 )、「遺跡分布よりみた古代地域の考察」( 伊達宗泰 1963)、「尾張の条里制とその歴史地理学的研究」
( 水野時二 1971)、「隠岐国の式内社」( 鎌田純一 1972 年 )が、初期の研究であり、式内社を古代集落の位置を示すものとして、集落と地域社会の構造を
探るのが基本的姿勢である。一方「式内社の歴史地理学的研究の課題と方法―山城国の場合を中心にして―」 ( 藤岡謙二郎 1984)は、現在地比定の問題を
述べ、式内社はあくまで独立した「指示化石」であり、村落との関係について別の問題であると指摘する。「式内社の分布と歴史地理的地域」( 関口靖之 
1985 年 )、「畿内の式内社の地理的分布とその地域的特性」( 関口靖之 1987 年 )は、奉幣祭祀の別、神階上昇などの情報をもとに律令国家の意図や古代
の地勢的状況を考察している。「近江国伊香郡における式内社と氏族」( 佐野静代 1993)は、式内社の奉斎氏族と考えられる古代氏族の研究に歴史地理学
的手法を応用している。『「宮城の式内社」位置の検討－城柵官衙・交通路とのかかわり』( 真山悟 2013)は、対蝦夷政策と式内社分布の関係を考察している。

3) 宮座に関する既往研究
　中世に端を発する民間の神社祭祀組織である「宮座」に関しては、膨大な研究がなされており、『宮座の硏究』( 肥後和男 1941)、『中
世協同体の研究』( 和歌森太郎 1950)『中世祭祀組織の研究』( 萩原龍夫 1962,1975)が主なものである。本研究では萩原 (1975) を主
たる参考とする。特に古代氏族社会以来の神社奉祀集団である「氏人」から由来する「氏子」概念と、中世の荘園・惣村の成立期に
形成された「宮座」は異なる源泉を持つという視点は非常に重要なものと考える。

1) 神社一般の空間的立地に関する既往研究
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古代越前国の式内社プロット分析
●敦賀郡
　系列地域Ⅰは、1~13 で、名神大社の 1 気比神社を中心とした敦賀平野部である。系列地域Ⅱは、14~25 であり、海上・
陸上交通関係と考えられる。武生盆地に至る官道は 830 年に新経路が開通しており、末尾の 25 は同時期の官社と考
えられる。18~21 は未詳社でプロット不可だが、山地・山岳由来の名称が多い。おそらくこれらは山間部の官道沿い
に存在し、奉祀集団の存続する環境基盤が弱いため廃絶したと推測できる。
●丹生郡、今立郡
　丹生郡の越前国府付近には名神大社の40大虫神社が存在する。名称の背景には774,780年の虫害がある 。今立郡は、
50 国中神社周囲に官社が分布しているが、神名帳の先頭に記載された 49( 火几 ) 山神社は、丹生郡司の大領・少領で
あった佐味氏の拠点付近に位置する。今立郡は丹生郡から 823 年に分郡され成立しており、のちに佐味氏に代わり足
羽地域の生江氏が大領となった。上記を総合すると、8世紀後半に天災の頻発による政情不安が生じた結果、分郡を
通じて佐味氏から生江氏の統治に移行した経緯が想定できる。ただし両郡とも論社が多く、系列地域は見いだせない。
●足羽郡
　明確な系列地域は無いが、60 杉社郡神社が中心社と考えられる。同社は平野部に位置するが、福井平野は栗川荘
(749)、糞置荘 (759)など東大寺領初期荘園が設置され、条里制を伴う開発が行われていた。道守荘 (756)は生江氏・
阿須波氏の寄進により成立している。同郡の官社には論社が存在せず、廃絶した社は全て足羽神社に合祀されている。
●大野郡
　79 国生大野神社が中心社と考えられる。系列地域Ⅰとなる 73~75 は、足羽川流域付近に位置している。郡司の上
位は足羽川流域を拠点とする生江氏・阿須波氏であった。系列地域Ⅱは 76~78 であり、郡司下位の山君氏関係の可
能性が高い。また北部の勝山盆地には全くプロットが存在しないが、強力な寺院勢力である白山平泉寺の影響と考え
られ、系列地域Ⅰが足羽川方面に偏っていることにも影響が見られる。
●坂井郡
　系列地域Ⅰは 82~90 である。90 国神神社を中心に 4つの郷 ( 高向郷・福留郷・磯部郷・粟田郷 )と重なり、社名も水・
農業関係が多い。また品遅氏 ( 品治氏 )の寄進により成立した鯖田国富荘 (757)が存在する。寄進により品遅氏は郡
司の主政から大領へ昇進した。8世紀の新進開発地域といえる。
　系列地域Ⅱは、91~95 と、104~107 に分かれる。91~95 は、坪江郷・堀江郷および初期荘園である桑原荘 (755)・
溝江荘 (?)の比定地を含む。これらは早期に衰退するが、91 井口神社・95 大溝神社は、用水開発関係の名称を持つ。
中世期になると興福寺・春日社により再度開発され、河口荘・坪江荘という 2つの大規模荘園が成立する。91・95
はふたたび用水開発・管理の拠点となり、春日神が勧請され荘園の中心社となった。また 104~107 は、107 三国神
社を含み、竹田川流域を拠点とした国造の三国氏関係と推測される。三国氏は男大迹王 ( 継体天皇 )の母系氏族であ
る三尾氏の後裔を称している 。8世紀の伝統的開発地域といえる。
　系列地域Ⅲは九頭竜川流域に沿う 98~103 であるが、根拠薄弱の比定社が多く論社も別れている。郡司には上述の
他に 4氏族がみられるが、この地域に関係している可能性がある。
●全体の傾向
　敦賀郡・坂井郡が合計 70 社の式内社を有しており、この 2郡が越前国の式内社密度の高さの要因である。要港の
存在 ( 敦賀 -Ⅰ)、交通守護 ( 敦賀 -Ⅱ)、荘園開発 ( 坂井 -Ⅰ,Ⅱ) がその理由である。それは社名由来の傾向とも対応し
ており、交通路関係は山地・山岳関係が多く、土地開発関係は水に由来する社名が多い。地質と照合すると、敦賀郡
は花崗岩を中心とした火山岩・付加体が卓越しており、坂井郡は堆積岩が卓越している。またプロット可能率が高い
郡 ( 丹生 , 今立 ) は、複数の論社が乱立しており分布傾向の把握が難しい。祭神に関しては、継体天皇が多いのが特
徴である。中世以降の式内社復興期に奉祀されたものであるが、郡や系列地域の境、河川合流点に多く、あたかも大
王権力による地域統制を象徴している。その中心となるのが 72 足羽神社である。足羽神社は、官社中でも遅い弘仁
~貞観期 (821~871) に列格しており、阿須波氏の没落がその原因とみられる。阿須波神は帰化蕃神であり、大和朝廷
が闘争の末服属させた「マツロワザル神」の性質を有しているが [14]、これら在地氏族の祭祀権掌握も、官社増加の
重要な契機であったと考えられる。

4．式内社と集落
沓見集落の 2 つの式内社
　敦賀市沓見 [15] は、6 久豆弥神社と 37-A 信露貴彦神社を有する。後者は 856 年と遅い時期に官社に列格し
た。両者とも現在地と平野を挟んで逆側に位置したと伝承され、氏子圏も神社位置と逆転している。旧暦 4月
7日の「御田植祭」を合同で実施し、「王の舞」など平安期の中央寺社の祭礼を受け継ぐ。祭は両神社の氏子
による当屋制で運営されており、明治以前は特権的な宮座組織である「諸戸 ( モロト )」が運営していた。ま
た沓見は中世期に野坂荘 (1212 年史料初出 ) の荘域であった。小字には「中荘司」「地頭」など、荘園の領家
方と地頭を表す地名が隣接して存在しており、両者の支配域確定措置である下地中分が行われた可能性が高い。

図 6. 敦賀市沓見 (6 久豆彌神社と 37-A 信露貴彦神社 )

5．考察・まとめ
式内社の持続の性質と、生存環境の地域評価
　式内社プロットの大きな問題点が、「廃絶」「移転」「合祀」の問題であった。式内社の多くは古代末期 -中世前期
に形骸化・廃絶し、後に再興している。一方でこの再興期は、荘園開発と惣的自治による「宮座」形成により、生
存環境が神社を起点に再編成される時期でもあった。式内社の歴史的連続性には切断があるかもしれないが、この
再編は、それ以前から続く村=生存環境を受け継いでいる可能性が高い ( 図 7)。
　図 5に示した通り、式内社の「継承率」(= 論社を含めプロット可能な割合 )、「環境連関指数」(= 単一比定社を
プロット可能な割合 ) を調べると、両者は相関しないことがわかる。論社の分立は式内社の再興期に生存環境との
連関が失われたことを示しているが、その地域が有力な氏族を有しておらず ( 丹生・今立郡 )、当初から祀られる氏
神の奉祀基盤が弱かったことも原因と考えられる。
　式内社には 1 次情報 ( 神社名、記載順序 ) が神名帳に保存されており、2 次情報 ( 祭神・由緒等 ) が再興期以降に
形成されている。これらを環境的情報 ( 地形・地質・河川 )、文化的情報 ( 祭礼・民俗事象 )発掘遺構 ( 集落遺跡・
古墳 ) と組み合わせ、「歴史的生存環境」の持続性を評価できる。その際に 1次情報を利用した「系列地域」を定義
することで、「郡」よりも人間集団のスケールに即した小地域区分ごとの評価を、そこに含まれる情報のセットを
用いて行うことができる。同時に史料情報では認識困難な古代の「村」の存在を、その地域単位内に仮定すること
も可能となる ( 図 8)。

2 つの氏子と 1 つの宮座
　萩原 [16] によると、「宮座」は、
「荘園総鎮守神」を基盤として、
中世後期の自治的「惣村」成立期
に生まれた。これは古代の血縁的
祭祀集団である「氏人」が、地縁
集団の「氏子」に変化するのと並
行している。その後近世以降に「氏
子」は 1村落 1氏神の原則と氏
子区域を伴う制度的組織化がなさ
れ、「宮座」は制度の背景に退いた。
　沓見の式内社は、「宮座」が「氏
子」に優越する形で両者の二重性
を保持しており、古代 -中世の歴
史的生存環境の再編成過程の履歴
を保存している。それは「式内社」
の、惣的自治組織による転用と考
えることができる。 図 7. 式内社の持続の性質

図 5. 古代越前国の式内社プロット分析

図 8. 1 次情報から定義する地域区分と「村」の包含2/2


